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5 閉会

令和4年第2回市議会定例会提出予定議案について

小山市長　令和4年５月　定例記者会見
日　時 : 令和4年5月13日（金）14時00分～　　

会　場 :　市役所　7階　委員会室　　　　　　　　　　

渡良瀬遊水地ラムサール条約登録10周年記念シンポジウムの開催について
～10年間を振り返り、貴重な湿地を未来へつなぎます！～

「食と農」かけはしプロジェクト動画制作について
～「小山のおいしい宝物」ふゆみずたんぼ～

小山市風水害対応職員実動訓練の実施について
～風水害時における職員の災害対応能力の向上～

部長発表内容

オープンフォーラム＆ワークショップの開催について
～これからの生涯学習センターを考えてみよう！～

コウノトリのヒナ愛称の命名式・コウノトリの野生復帰事業に係る感謝状贈呈
式の実施について
～皆様から応募いただいた愛称の選定結果を発表します！～



  記者会見資料 

総合政策部 自然共生課 

（担当 平林 ２２－９３54） 

１． 件 名 

渡良瀬遊水地ラムサール条約登録１０周年記念シンポジウムの開催について 

～10年間を振り返り、貴重な湿地を未来へつなぎます～ 

 

２． 内 容 

    令和４（２０２２）年 7 月に、渡良瀬遊水地がラムサール条約に登録されて１０周年

を迎えます。 

    これを記念し、渡良瀬遊水地のラムサール条約登録後１０年間の歩みを振り返る

とともに、ラムサール条約の理念である、私達の生活を支える重要な生態系として

の湿地の「保全・再生」、湿地の生態系を維持しつつ、そこから得られる恵みを持続

的に活用する「賢明な利用」、湿地保全や賢明な利用のために対話・能力構築・教

育・参加・啓発活動を進める「ＣＥＰＡ」の促進により、渡良瀬遊水地の豊かな自然環

境を守り、将来へつないでいく事を目的に、「ラムサール条約湿地の未来」をテーマ

としてシンポジウムを開催するものです。 

 

３． 事業概要 

（１） 日 時 令和４（２０２２）年 7月 3日（日） １３：００～１７：３０ 

（２） 会 場 小山市立文化センター 大ホール 

（３） 内 容  

〈第 1部〉 ラムサール条約登録１０年間の歩み、そして未来へ 

 【主催】 渡良瀬遊水地保全・利活用協議会 

【内容】 主催挨拶・来賓挨拶 

記念講演（活動報告） 

パネルディスカッション 

 

〈第 2部〉 田っぷり学ぶ！わたらせ コウノトリ スクール２０２２ 

 【主催】 小山市 

 【共催】 栃木市、古河市、加須市、野木町、板倉町、 

渡良瀬遊水地保全・利活用協議会      

  【内容】 地元の子どもたちと、授業形式でコウノトリの野生復

帰について学びます。 

 

４． その他（募集等について） 

   当日参加も可能ですが、感染症対策（受付の混雑緩和）のため事前申込のご協力を

お願いするものです。申込については改めて市ホームページ等でお知らせします。 

※定員 200名程度を想定。 

1

2002007
長方形



  記者会見資料 

産業観光部 農政課 

（担当 鈴木 ２２－９２５１） 

１． 件名 

「食と農」かけはしプロジェクト動画制作について 

～「小山のおいしい宝物」ふゆみずたんぼ～ 

 

２． 内容 

    地産地消・食育の推進を図るため、毎日の食事で欠かすことのできないお米を題

材として、ご家庭や学校教育で「食と農」を楽しく学んでいただける動画を作成いた

しました。 

消費者と生産者の距離を縮め、食と農のかけはしとなるよう、生産者の想いを交

えながら、無農薬・無化学肥料で栽培される小山ブランド「ラムサールふゆみずたん

ぼ米」が作られていく過程を一年間にわたってロケし、栽培地である生井地区の美

しい四季の移ろいとともに映像化を行った作品となっています。（収録時間 13分） 

 

３． 動画公開日 

本日（令和４（２０２２）年５月１３日） 

※第４次食育推進基本計画（農林水産省）の下、小山市においても毎年６月を「食育

月間」、毎月１９日 を「食育の日」として地産地消・食育の推進を図っております。 

 

４． 動画公開方法 

①小山市 Youtube 

②小山市ホームページ 

③行政テレビ（６月放送予定） 

その他媒体調整中 

 

５． 活用について 

教育現場での活用、市民団体・個人等への DVD貸し出し 

 

６． 制作 

小山市地産地消・食育推進協議会 

 

７． 問合せ先 

小山市役所 農政課 農政・食育係 TEL 0285-22-9255 
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  記者会見資料 
 

消防本部 危機管理課 
（担当 大塚 22－9８４５） 

 

１．件 名 

小山市風水害対応職員実動訓練の実施について 

～風水害時における職員の災害対応能力の向上～ 

 

２. 要 旨 

 本格的な出水期を迎えるにあたり、風水害時の初動において、災害対策本部長であ

る市長が行うべき状況判断及び意思決定並びに災害対策本部における各部、課等の

役割分担を確認するとともに、災害対策本部システムの活用に重点を置き、実災害時

における職員の災害対応能力の向上を図ります。 

  また、今回の訓練では、職員対応力等の現状把握、市長、副市長、危機管理監及び

今回新設された防災専門監による評価の実施を新たに加え、最後に職員の意識改革

及び情報共有を目的として、意見交換を行います。 

 

３．内 容 

   令和元年東日本台風の水位気象記録等を基に、台風接近に伴う災害対応として、第 

一次警戒体制（副市長体制）から訓練を開始し、災害の進展により第二次警戒体制（市

長体制）に移行、さらに気象特別警報が発令され、市内の被害情報が複数入り非常体

制による災害対応を行うまでを訓練とし、市内雨量が小康状態となったところで訓練

終了とする。 

 

４．日時・場所 

日時 令和４（2022）年５月２０日（金） 午前９時～１２時 

場所 市役所 ６階 災害対策室及び訓練参加部執務室（小山市中央町１‐1‐1） 

 

５．参加者 

（１） 本庁舎６階 災害対策室での訓練実施者 

災害対策本部長（市長）、災害対策副本部長（副市長、教育長）、災害対策本部員

（部長、局長）、現地対策本部長（消防長）、本部連絡員（課長補佐等） 

（２） 訓練参加部執務室 

     課長及び関係職員 
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令和４年第２回市議会定例会提出予定議案総括表 

 

○議 案   ９件（議案第３７号～４５号） 

 ・条例に関するもの                 １件（３７号） 

 ・財産の貸付けに関するもの             １件（３８号） 

 ・財産の取得に関するもの              ３件（３９号～４１号） 

・人事に関するもの                 ２件（４２号～４３号） 

・条例の承認に関するもの              ２件（４４号～４５号） 

 

 

 

 

○報 告    ６件（報告第３号～８号） 

 ・専決処分の報告に関するもの           １件（３号） 

・継続費及び繰越明許費繰越計算報告に関するもの  ５件（４号～８号） 
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議 案 番 号 件         名 

議案第３７号 

 

小山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正について 

 児童福祉法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正

に伴い、基礎資格を有し一定期間内に研修を修了することを予定している者に

ついても放課後児童指導員に含むこととするため、所要の改正を行うもの。 

(1) 内 容 

 ア 放課後児童指導員の資格要件について、業務に従事する日から２年を経

過する日の属する年度の末日までに研修を修了することを予定している

者を追加する 

 イ 指導員が終了すべき研修の実施主体について、都道府県知事に加えて、

指定都市及び中核市の長を追加する 

 ウ その他文言の整理を行う 

 

(2) 施行日  公布の日から施行し、改正後の第１１条第４項の規定は、令和

４年４月１日から適用する。 

 

議案第３８号 

 

財産の貸付けについて 

本市が所有する財産について、地方自治法第２３８条の５第１項の規定によ

り、普通財産として荒井商事株式会社に貸付を行ってきましたが、令和４年９

月３０日に貸付契約期間が満了となることから、１０月１日からの契約更新に

あたり、引き続き無償での貸付契約とすることについて、同法第９６条第１項

第６号及び同法第２３７条第２項の規定により、議会の議決を求めるため、提

案するもの 

(1)財産の表示   

 ア 土地 

所在 地目 地積（㎡） 

小山市大字下河原田字中８２８番１ 外４４筆 宅地 ８４，９１９．４０ 

小山市大字下河原田字中８２５番１ 外１４筆 

の各一部 

宅地 １３，８６１．２４ 

 イ 建物 

所在 種類 床面積（㎡） 

小山市大字下河原田字川福地

９５４番地 外２０筆 

市場・事務所 

守衛所、冷蔵倉庫等 

２３，５０６．６８ 

 ウ 設備 

設備の所在 種類 数量 

冷蔵倉庫、市場・事務所 冷蔵庫機械設備 一式 

市場・事務所 せり機械、電気通信、 

給排水、冷暖房、ガス等 

一式 

 エ 附属施設 

名称 構造 数量 

配送所棟、自転車置き場 鉄骨平屋建 ４８０㎡ 

受水槽 ＦＲＰ ２０㎡ 

浄化槽 鉄筋コンクリート造 ５６０人槽 
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門扉 鋼製引戸 ４８．０ｍ 

柵 メッシュフェンス １，３２３ｍ 

場内舗装 アスファルト舗装、 

イン

ターロッキング舗装 

３０，１８２㎡ 

(2)小山市の持分 １００００分の６６６０ 

(3)貸付期間   令和４年１０月１日から令和９年９月３０日まで 

(4)貸付金額   無償 

(5)貸付の相手方 神奈川県平塚市紅谷町１７番２号 

         荒井商事株式会社 

         代表取締役社長 荒井 亮三 

議案第３９号 

 

財産の取得について 

 小山市消防署の災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車（Ⅱ型）を購入するこ

とについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定により、提案するもの 

(1)災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車（Ⅱ型） 

 ア 配備先  小山市消防署 

 イ 購入金額 ８３，３８０，０００円 

 ウ 購入先  小山市大字喜沢１３９４番地 

        合資会社 渡辺商店 代表社員 渡辺 圭一 

 エ 購入方法 指名競争入札 

 オ 納期   令和５年３月２４日 

議案第４０号 

 

財産の取得について 

小山市消防署の支援車（Ⅲ型）を購入することについて、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、提案する

もの 

(1)支援車（Ⅲ型） 

 ア 配備先  小山市消防署 

 イ 購入金額 ２９，９７５，０００円 

 ウ 購入先  東京都港区芝五丁目３６番７号 三田ベルジュビル１９階 

        株式会社 モリタ 東京支店 支店長 山北 忠司 

 エ 購入方法 指名競争入札 

 オ 納期   令和５年３月１７日 

議案第４１号 

 

財産の取得について 

小山市消防団第７分団（東野田）及び第９分団２部（間々田）の消防ポンプ

自動車（ＣＤ－Ⅰ型）を購入することについて、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、提案するもの 

(1)消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型） 

 ア 配備先  小山市消防団第７分団（東野田）及び第９分団２部（間々田） 

 イ 購入金額 ３９，８２０，０００円 

 ウ 購入先  小山市大字喜沢１３９４番地 

        合資会社 渡辺商店 代表社員 渡辺 圭一 

 エ 購入方法 指名競争入札 

 オ 納期   令和５年３月１０日 
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議案第４２号 

 

名誉市民の推挙について 

前小山市長大久保寿夫氏は、多年にわたり市勢の発展に多大の貢献をされ、

その功績は名誉市民の栄誉に値すると認め、同氏を名誉市民に推挙したく、小

山市名誉市民条例第２条の規定により、議会の同意を求めるため、議案を提案

するもの 

 

名誉市民に推挙する者 

  前小山市長 大久保 寿夫 

 

議案第４３号 

 

人権擁護委員候補者の推薦について 

人権擁護委員の 阿部
あ べ

 康男
やすお

氏、小
こ

林
ばやし

 正
まさ

典
のり

氏は令和４年９月３０日をもっ

て任期満了となるので、阿部 康男氏を再推薦するとともに、小林 正典氏の

後任として、小曽根
お ぞ ね

 裕美
ひろみ

氏を推薦することについて、議会の意見を求めるた

め、提案するもの 

 

(1)氏  名 阿部 康男（あべ やすお）（４期目） 

(2)住  所 小山市大字上生井１２２８番地 

(3)生年月日 昭和２４年１０月２４日 

 

(1)氏  名 小曽根 裕美（おぞね ひろみ）（１期目） 

(2)住  所 小山市大字横倉新田３６２番地３５ 

(3)生年月日 昭和３２年２月６日 

 

議案第４４号 

 

専決処分の承認を求めることについて（専決第２１号 ３月３１日専決） 

小山市税条例の一部改正について 

地方税法等の一部を改正する法律の規定に基づき、所要の改正をする必要が

生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第１７９条

第１項の規定により専決処分をしましたので、承認を求めるもの 

(1)内容  

  ア 法人市民税に関すること 

   (ア) 法改正により生じた引用規定の整備を行う 

  イ 固定資産税に関すること 

   (ア) 法第３８２条の２第１項ただし書きの規定による措置を講じた固定

資産台帳を閲覧に供することができることとすることが法に明文化

されることによる改正を行う 

   (イ) 法第３８２条の３第１項ただし書きの規定による措置を講じた証明

書を交付することができることとすることが法に明文化されること

による改正を行う 

   (ウ) 法改正により生じた引用規定の整備等を行う 

   (エ) 省エネ改修工事を行った住宅に係る特例の拡充等措置を講じる 

   (オ) 令和４年度に限り、商業地等に係る課税標準額を、令和３年度の課税

標準額に令和４年度の評価額の２．５％（現行：５％）を加算した額

とする措置を講じる 

   (カ) その他文言の整理を行う 
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(2)施行日 令和４年４月１日 

 

議案第４５号 

 

専決処分の承認を求めることについて（専決第２２号 ３月３１日専決） 

小山市都市計画税条例の一部改正について 

 地方税法等の一部を改正する法律の規定に基づき、所要の改正をする必要が

生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第１７９条

第１項の規定により専決処分をしましたので、承認を求めるもの 

(1)内容 

  ア 法改正により生じた引用規定の整備を行う 

  イ 令和４年度に限り、商業地等に係る課税標準額を、令和３年度の課税標準

額に令和４年度の評価額の２．５％（現行：５％）を加算した額とする措

置を講じる 

  ウ その他文言の整理を行う 

 

(2)施行日 令和４年４月１日 
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報 告 第 ３ 号 

 

専決処分の報告について 

 市道管理の瑕疵により損害賠償の額を定め和解することについて、地方自治法第

１８０条第１項の規定により専決処分を行ったので、報告するもの 

 

◇専決第２０号（令和４年３月１５日専決） 

 令和２年７月３０日 市内大字東野田地内において、市道管理の瑕疵により通行

中の車両を損傷させたもの 

賠償額  １７０，４００円 

 

報 告 第 ４ 号 

 

令和３年度小山市一般会計継続費繰越計算報告について 

小山市役所新庁舎外構Ⅱ期工事事業の継続費に係る歳出予算の経費を令和４年度

に繰り越したので、地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により、報告するも

の 

 

      事業名                      繰越額（円） 

(1) 小山市役所新庁舎外構Ⅱ期工事事業 ９７,２９４,０００ 

     

報 告 第 ５ 号 

 

令和３年度小山市一般会計繰越明許費繰越計算報告について 

大谷地区中心施設整備事業等の繰越明許費に係る歳出予算の経費を令和４年度に

繰り越したので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、報告するもの 

 

       事業名                      繰越額（円） 

(1) 大谷地区中心施設整備事業 ７６,０７１,０００ 

(2) 住民基本台帳システム改修事業 ９,７５８,０００ 

(3) 住民税非課税世帯への給付金給付事業 １,０６１,８３２,０００ 

(4) 特別養護老人ホーム整備事業 １４１,８３９,０００ 

(5) 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 ３２,０００,０００ 

(6) 市有墓地整備事業 １,６００,０００ 

(7) 新型コロナウイルスワクチン接種事業 ６００,０００,０００ 

(8) 
新型コロナウイルスワクチン接種に係る 

高齢者移動支援事業 
１８,０００,０００ 

(9) 
通所及び訪問介護職員等ＰＣＲ検査費用 

補助事業 
１５,０００,０００ 

(10) 
新型コロナウイルス感染者（自宅療養者等） 

支援事業 
３,１１２,０００ 

(11) 新型コロナウイルス感染症抗原検査事業 ２９,５４９,０００ 

(12) 新型コロナウイルス感染症検査費用補助事業 ４４,２６２,０００ 

(13) 勤労者福祉施設改修（集約化）事業 ２,５００,０００ 

(14) 農地利用最適化事業 ５５８,０００ 

(15) 農地耕作条件改善事業 ８,０５０,０００ 

(16) とちまる安心認証取得奨励金 ２２,５００,０００ 

(17) 南半田地区排水対策事業 ３,５３０,０００ 

(18) 市道補修事業 ３,５８５,０００ 

(19) 栃木県廃棄物処理施設等周辺整備事業 １４,０００,０００ 
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(20) 小山駅周辺地区道路整備事業 ６０,０００,０００ 

(21) 間々田駅周辺地区第三期道路整備事業 ４,８００,０００ 

(22) 大谷地区道路整備事業 １５４,８００,０００ 

(23) 橋梁長寿命化修繕事業 ２０,０５８,０００ 

(24) 排水強化対策事業 ４４６,９９５,０００ 

(25) 城山町三丁目第二地区市街地再開発事業 １６９,４００,０００ 

(26) 公園施設長寿命化対策事業 １６,０００,０００ 

(27) 小山運動公園改修事業 １１,５００,０００ 

(28) 小山総合公園整備事業 ３,７００,０００ 

(29) ＩＣＴ教育環境整備事業 １８８,１００,０００ 

(30) 校舎照明ＬＥＤ化改修事業 １４５,０００,０００ 

(31) トイレ改修事業 １１５,０００,０００ 

(32) 校舎照明ＬＥＤ化改修事業 １９５,０００,０００ 

(33) トイレ改修事業 ７０,８００,０００ 
 

報 告 第 ６ 号 

 

令和３年度小山市水道事業会計予算繰越計算報告について 

配水設備拡張事業等に係る歳出予算の経費を令和４年度に繰り越したので、地方

公営企業法第２６条第３項の規定により、報告するもの 

 

事業名                      繰越額（円） 

(1) 配水設備拡張事業 ６０,０００,０００ 

(2) 配水設備改良事業 ２３,５００,０００ 
 

報 告 第 ７ 号 

 

令和３年度小山市下水道事業会計継続費繰越計算報告について 

小山城南汚水中継ポンプ場新設工事等の継続費に係る歳出予算の経費を令和４年

度に繰り越したので、地方公営企業法施行令第１８条の２第１項の規定により、報

告するもの 

 

事業名                      繰越額（円） 

(1) 小山城南汚水中継ポンプ場新設工事 ４０,０００,０００ 

(2) 小山水処理センター更新工事（管理棟再構築・耐震

補強、放流渠耐震補強、主流入ゲート設備） 

１４２,４２０,０００ 

(3) 大行寺排水区雨水幹線工事 １１６,６００,０００ 
 

報 告 第 ８ 号 

 

令和３年度小山市下水道事業会計予算繰越計算報告について 

公共下水道事業汚水管渠建設事業等に係る歳出予算の経費を令和４年度に繰り越

したので、地方公営企業法第２６条第３項の規定により、報告するもの 

 

事業名                      繰越額（円） 

(1) 公共下水道事業汚水管渠建設事業 ５５,４４０,０００ 

(2) 公共下水道事業処理場建設事業 １８,０００,０００ 

(3) 固定資産取得費 ２９２,９８０,０００ 
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  記者会見資料 

総合政策部 自然共生課 

（担当 平林  ２２－９２１９） 

１． 件 名 

コウノトリのヒナ愛称の命名式・コウノトリの野生復帰事業に係る感謝状贈呈式の 

実施について 

～皆様から応募いただいた愛称の選定結果を発表します！～ 

 

２． 内 容 

小山市ではラムサール条約湿地「渡良瀬遊水地」の「保全」と「賢明な利用」のため、

コウノトリをシンボルとした貴重な湿地環境の保全と地域の活性化に取組んでいま

す。 

この度、渡良瀬遊水地第２調節池内の人工巣塔に定着したコウノトリ「ひかる」・

「レイ」ペアのヒナ誕生を記念してヒナの愛称を募集したところ、市内外から３５０件

を超える応募をいただきました。 

つきましては、下記のとおり「コウノトリのヒナ愛称の命名式」およびコウノトリの

野生復帰事業に対して、多大な貢献をされた企業に対する「感謝状贈呈式」を行い

ます。 

記 

（１）日時 令和４年 5月２８日（土） １４時～１４時３０分 

（２）場所 渡良瀬遊水地第２調節池堤防上 生井桜づつみ公園 

※雨天時は下生井小学校体育館（小山市大字下生井１５４６）にて開催 

（３）内 容 

 ＜感謝状贈呈式＞ 

前田建設工業株式会社 与良川作業所、 

株式会社富岡工業、岸本工業株式会社、株式会社大興電気 

 

＜命名式＞ 

主催者挨拶 
来賓挨拶 
愛称披露 
記念撮影 

※ 渡良瀬遊水地周辺の４県４市２町の首長、議長が出席します（予定） 

※ 愛称については、応募結果を踏まえて、渡良瀬遊水地保全・利活用協議

会において決定します 

※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、内容は変更になることがあり

ます。その際には改めてお知らせいたします 

３． 問合せ 

小山市 総合政策課 自然共生課 TEL0285-22-935４ 

11

2002007
長方形



記者会見資料 

教育委員会 生涯学習課 

（担当 宮田 ２２－９６６１） 

 

１．件 名 

オープンフォーラム＆ワークショップの開催について 

～これからの生涯学習センターを考えてみよう！～ 

 

２．趣 旨 

小山市立生涯学習センターの今後の運営についてご意見をいただく「小山市立生涯

学習センターの連携等に関する運営懇話会」による提言作成の過程で、市民の声を聴く

ために開催するものです。グループワーク等の仕組みを用いて、アンケートでは拾えな

い生涯学習センターに対する期待や意見を集約し、懇話会に提供します。 

 

３．内 容 

（１）日 時 

令和４年５月２１日（土） 開場 １２時３０分 開会 １３時３０分 終了予定 １６時３０分 

（２）場 所 

小山市立生涯学習センター ホール （小山市中央町３－７－１ ロブレ６階）  

（３）進 行 

  ①キックオフ宣言 ②講話 ③テーブルワーク ③まとめの車座ワーク 

（４）対 象 

  小山市に在住、在勤、在学の方、生涯学習センターの利用者 

（５）定 員 

  ３０名 

（６）参加費 

  無料 

（７）参加申込み 

  別紙チラシ記載のとおり 
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